
 

千歳第二小学校におけるコロナウイルス感染症予防対策について（お願いとお知らせ） 

 

 陽春の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜びを申し上げます。日ごろより本校

の教育活動にご理解とご協力をいただき、心よりお礼を申し上げます。 

 さて、４月６日より学校を再開し、各家庭におかれましては、様々なご協力をいただいているところです。本

当にありがとうございます。今後も、感染症対策の基本である「手洗い」や「密閉、密集、密接」を避けるために

以下のことに留意したり工夫したりしながら学校生活を進めていきます。ご確認いただくともに、今後もご協力

をお願いいたします。 

 

１．登校から下校までのマスクの着用 

〇水分の補給及び給食の喫食以外の場面では、教職員も、児童もマスクを着用することとしています。 

 

２．ハンカチ・ちり紙の携行と手洗いの励行 

〇手にウイルスが付いたとしても、石鹸できれいに手を洗うことで予防できると言われています。 

〇登校後、中休み前後、給食前、清掃後、昼休み後、トイレの後、マスクを外している時、とっさの咳やくし

ゃみにおいて手で口を押えた時に、手洗いをすることとし、児童に指導しています。 

〇清潔なハンカチの携行がとても大事になります。 

 

３．「健康観察シート」による健康チェック 

  〇朝晩の検温、健康状態のチェックをお願いします。万一、37.5 度以上の発熱や咳や倦怠感のある時には、家

庭での静養をお願いいたします。 

 

４．「３密」回避のための校内生活の工夫 

  ①朝、玄関前では、間隔を保ち、話をしないで静かに並んで待つ。 

 ※早めの登校は避けてください。 ７：５５～８：１０が登校時間です。 

②手洗い場、水飲み場での混雑の緩和 

 ・各教室の水道への石鹸の設置     ～手洗い場所の分散により混雑の緩和～ 

 ・牛乳パックリサイクルの当面の中止  ～各教室の水道への混雑の緩和～ 

・水筒（中身は水のみ）の持参（希望者）～水飲み場での混雑の緩和～ 

 

５．教材・教具等の共用の中止 

①学校図書館の本、図書スペースの本、「ブッくん」の本の閲覧禁止（当面の間） 

②コンピュータ室の使用禁止（当面の間） 

③音楽室の楽器の使用禁止（当面の間） 

④児童同士での忘れ物の貸し借りは禁止（文房具を貸す、教科書を見せるなど） 

 

６．学習時の工夫（全てマスク着用のまま学習） 

①体育では、当面の間、接触を避けた学習を組む。整列する時は間隔をあける。 

②音楽の「歌唱」も、マスク着用のまま学習し、短時間のみ歌う。当面の間、楽器は個人の鍵盤ハーモニカ、 

リコーダーの指使いの練習のみとする。 

③各教科における児童が向かい合う「ペア交流」や「グループ学習」は、必要最小限の短時間で行う。 

 

 

  



７．特別教室等、使用上の留意点 

①体育館     ～学年合同での学習は可とする 

②視聴覚室    ～講義形態であれば、学年合同での使用の可とする。2 時間続きの使用は不可 

③音楽室     ～単学級のみの使用とする 

④コンピュータ室 ～当面の間、使用禁止 

⑤学校図書館   ～当面の間、閉館 

 

８．中休み・昼休み・放課後の過ごし方 

①体育館      ～密集、密接にならないように、友だちと触れ合う遊びは控えさせる。 

②ドリームステージ ～１・2 年生のみの使用とする。 

③天気の良い日は、外遊びを推奨する。 

④休み時間前後の手洗いの徹底 

 

９．給食時 

   ①担任は、給食当番健康チェック表を用いて、当番児童の健康状況を把握する。 

   ※給食当番の子がマスクを忘れている場合は、別の子に当番を交代する。 

   ②環境整備 

   ・十分な換気 

   ・机は向かい合わせにせず、間隔を開ける。 

   ・給食トレーのランチョンマットは、毎日持ち帰りとし、毎日洗濯した物の用意をお願いします。 

   ・机ふき用のふきんを用意する。 

   ・手を洗った後は、手を汚さないように静かに待つ。（待っている間の読書やお絵かき等の禁止） 

・マスクは、食事の直前まで、全員外さない。 

・喫食中は、咳エチケット用に児童一人一人の机上にペーパータオルを 1 枚ずつ配付する。 

     ※とっさのくしゃみや咳でペーパータオルが間に合わず、手で口をおさえた場合は、手を洗う。 

   ・おかわりがある時には、担任がマスク等の身支度を整え、机間を回り、盛り付け等を行う。 

   ・なるべく会話をしないで、静かに食べさせる。 

   ・牛乳パックは、当面の間、洗い場での「３密」を回避するため洗わず、ゴミとして処分する。 

   ・児童机、配膳台は、毎日ふきんで拭く。 

 

１０．その他 

①当面の間は、「学級清掃」とする。 

②日々の消毒作業の実施 ～各教室、トイレ、水飲み場、ドリームステージ、体育館など 

  ※学校生活上、共有しなければならない部分の消毒作業を実施 

 

  


